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出典：資源エネルギー庁「CO2を回収して埋める「CCS」、実証試験を経て、いよいよ実現も間近に」出典：大崎クールジェン株式会社「大崎クールジェンプロジェクトの概要」 ※赤字・青字部は電気事業連合会にて加筆

電気事業法

高圧ガス保安法

CCSの地上設備に適用される法制度

◼ 分離・回収設備に適用される法制度は、現時点で明確な定めはなく電気事業法、ガス事業
法、高圧ガス保安法等、各プロジェクトに応じて対応している。

◼ 発電事業者は、異なる事業法が適用される排ガスを集合させて処理する可能性もあり、複数
の事業法にまたがる排ガスを取り扱う場合に、二重規制とならない制度設計（適用法規の明
確化）が必要ではないか。

◼ また、プロジェクトによっては輸送のために液化・貯蔵・払出設備が必要となる可能性もあり、当
該設備が適用される法規制について、CCS事業法において明確化が必要ではないか。

◼ さらに、保安の技術基準は、設備コストに影響を与える等、事業実施判断にも重要な要素と
なるため、可能な限り早期の整理をお願いしたい。
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